
 ・　受給者や児童が阿久比町から転出するとき 
 ・　受給者や児童の住所が変わったとき 
 ・　受給者や児童の氏名が変わったとき 
 ・　振込指定口座を解約、変更するとき（受給者
名義の金融機関にのみ変更可能）

 ・　振込指定金融機関や支店が統廃合などによ
り変更になったとき 

 ・　新たに児童を養育することとなったとき、児
童を養育しなくなったとき

 ・　児童が児童福祉施設などに入所したとき、退

所したとき 
 ・　未成年後見人に選任されたとき、解任され
たとき 

 ・　公務員になったとき（派遣先から帰任したと
きを含む）、公務員でなくなったとき 

 ・　配偶者が公務員であり、配偶者の所属庁で
児童手当を受給するとき 

 ・　児童の父母のうちで主たる生計維持者が変
更となったとき 

 ・　そのほか家庭状況に変更があったとき

■各種届け出のお願い
　手当などを受給されている方は、次の場合には、必ず届け出をしてください。必要な届け出は、事由発生日
の翌日から数えて原則15日以内にしてください。届け出がないと、手当などを受給できない月が発生するこ
とや、支給した手当などを返還していただくことがあります。

■現況届
　手当などの制度上の年度は、毎年6月から翌年の5月までです。手当などの受給者は、6月に年度更新
のための「現況届」を提出してください。（詳しくは、届出用紙と記入の説明書を送付しますので、参照し
てください）
　現況届の提出で、新年度も継続して手当を受給できるかどうかの審査が可能になります。現況届を提
出されない場合は、6月分以降の手当などを支給できません。

■問い合わせ先　子育て支援課子育て支援係　（４８）１１１１（内１１24）

がん検診 予約受け付け中！
　日本人は、2人に1人ががんにかかり、3人に1人ががんで亡くなると言われています。がんは初期の段階
では自覚症状がほとんどありません。早期発見のために定期的な検診を受けてください。

■申し込み・問い合わせ先　保健センター（オアシスセンター内）　（48）1111（内1520・1521）

※　レディスがん検診は、40歳以上の女性で、胃がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん検診のうち、3種類以上を希望
する方が対象です。
※　子宮頸がん検診は、月経中・妊娠中の方は受診できません。
※　授乳中の方、断乳後1年未満の方は、乳がん検診は医療機関で受診してください。

【7月、8月に予約可能ながん検診】
■胃がん・大腸がん・前立腺がん検診

日にち 時　間
7月21日（水） 午前9時～午前11時

■レディスがん検診
日にち 時　間

7月12日（月） 午前9時～午前11時
■乳がん・子宮頸がん・大腸がん・骨密度検診

日にち 時　間 骨密度検診
7月18日（日）
8月23日（月） 午前9時～午前11時 午後1時～午後2時30分

○

乳がん

子宮頸がん

大腸がん
胃がん（バリウム検査）

20歳～39歳、女性

40歳以上、男女

40歳以上、女性
超音波
マンモグラフィ

20歳以上、女性

種　類 対象（令和3年度になる年齢） 料　金

1,200円

700円

前立腺がん 50歳以上、男性 600円

骨密度 20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70歳になる女性 1,000円

500円
1,000円

■検診の種類・対象・料金
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ＳＤＧｓ17の目標
6.安全な水とトイレを世界中に
全ての人の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する


